
議案第９９号 

芽室町企業誘致条例中一部改正の件 

芽室町企業誘致条例を次のとおり一部改正しようとするものであります。 

令和４年３月２３日提出 

芽室町長 手 島  旭 

芽室町企業誘致条例の一部を改正する条例 

芽室町企業誘致条例（平成12年条例第44号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「対し優遇措置を行い、もって本町の総合開発の推進に資することを目的

とする。」を「対する優遇措置及び法第９条第１項の規定に基づき、工場立地法（昭

和34年法律第24号）第４条第１項の規定により公表された準則（以下「法準則」とい

う。）に代えて適用すべき準則を定め、もって本町の総合開発の推進に資することを

目的とする。」に改める。 

第17条を第20条とし、第16条の次に次の３条を加える。 

（法準則に代えて適用する準則の定義） 

第17条 次条及び第19条に規定する「生産施設」、「緑地」又は「環境施設」の意義

は、工場立地法の規定の例による。 

（区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合） 

第18条 法準則に代えて適用する準則を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該

区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の

表のとおりとする。 

区域の範囲 
緑地の面積の敷地面積

に対する割合 

環境施設の面積の敷地

面積に対する割合 

法第９条第１項に規定

する工場立地特例対象

区域（以下「対象区

域」という。）のう

ち、都市計画法（昭和

43年法律第100号）第

８条第１項第１号及び

２号に規定する工業地

100分の５以上 100分の10以上 
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域及び工業専用地域、

特別用途地区の区域 

（既存工場等に係る面積の算定） 

第19条 次項に定める場合を除き、昭和49年６月28日に設置されている又は設置のた

めの工事が行われている工場立地法第６条第１項に規定する製造業等に係る工場又

は事業場（以下「既存工場」という。）が前条の表に掲げる区域の範囲内に存する

場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更（生産施設の面積の

減少を除く。以下同じ。）が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合

する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の表に掲げる式によって行うも

のとする。 

緑地の面積 環境施設の面積 

G ≧
𝑃

𝛾
(0.05 −

𝐺0

𝑠
) 

ただし、 

𝑃

𝛾
(0.05 −

𝐺0

𝑠
) > 0.05𝑆 − 𝐺1 > 0  

のときは、G ≧ 0.05S − 𝐺1とし、 

0.05S − 𝐺1 ≦ 0のときはG ≧ 0とする。 

E ≧
𝑃

𝛾
(0.1 −

𝐸0

𝑆
) 

  ただし、 

𝑃

𝛾
(0.1 −

𝐸0

𝑆
) > 0.1𝑆 − 𝐸1 > 0     

のときは、E ≧ 0.1S − 𝐸1とし、 

0.1S − 𝐸1 ≦ 0のときはE ≧ 0とする。 

これらの式において、G、P、γ、𝐺0、S、𝐺1、E、𝐸0及び𝐸1は、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

G  当該変更に伴い設置する緑地の面積 

P  当該変更に係る生産施設の面積 

γ  当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲げる業種についての 

同表の下欄に掲げる割合 

𝐺0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届けられた 

緑地の面積変更に係るものを含む。）の面積の合計のうち、昭和49年６月 

29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置するこ 

とが必要な緑地の面積の合計を超える面積 

   S  当該既存工場等の敷地面積 
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   𝐺1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出られ 

た緑地の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

E  当該変更に伴い設置する環境施設の面積 

𝐸0  当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届けら

れた環境施設の面積変更に係るものを含む。）の面積の合計のうち、昭和

49年６月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設

置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 

    𝐸1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届け出

られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

２ 法準則別表第１の上欄に掲げる２以上の業種に属する既存工場等が前条の表に掲

げる区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積

の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の

面積の算定は、それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。 

緑地の面積 環境施設の面積 

 G ≧ ∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.05 −

𝐺0

𝑆
) 

  ただし、 

∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.05 −

𝐺0

𝑆
) > 0.05𝑆 − 𝐺1 > 0  

のときは、G ≧ 0.05S − 𝐺1とし、 

0.05S − 𝐺1 ≦ 0のときはG ≧ 0とする。 

 E ≧ ∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.1 −

𝐸0

𝑆
) 

    ただし、  

∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.1 −

𝐸0

𝑆
) > 0.1𝑆 − 𝐸1 > 0   

のときは、E ≧ 0.1S − 𝐸1とし、 

0.1S − 𝐸1 ≦ 0のときはE ≧ 0とする。 

これらの式において、G、n、𝑃𝑗、𝛾𝑗、𝐺0、S、𝐺1、E、𝐸0及び𝐸1は、それぞれ次

の数値を表すものとする。 

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 

n 当該既存工場等が属する業種の個数 

𝑃𝑗  当該変更に係るｊ業種に属する生産施設の面積 

𝛾𝑗 ｊ業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割合 

𝐺0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出られ 

た緑地の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計のうち、昭和49年６
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月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置する

ことが必要な緑地の面積の合計を超える面積 

S  当該既存工場等の敷地面積 

𝐺1  当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出られ 

た緑地の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

E  当該変更に伴い設置する環境施設の面積 

𝐸0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届け出 

られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計のうち、

昭和49年６月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低

限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 

𝐸1  当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届け出 

られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。）の面積の合計 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

説 明 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく基

本計画の変更に伴い、本条例を改正しようとするものであります。 
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芽室町企業誘致条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、芽室町における産業の振興を促進するため、

芽室東工業団地内に誘致する企業で、工場等を新設又は増設する

者、並びに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律（平成19年法律第40号以下「法」という。）に

基づき計画的な取組を行う者に対する優遇措置及び法第９条第１

項の規定に基づき、工場立地法（昭和34年法律第24号）第４条第

１項の規定により公表された準則（以下「法準則」という。）に

代えて適用すべき準則を定め、もって本町の総合開発の推進に資

することを目的とする。 

 

第１条 この条例は、芽室町における産業の振興を促進するため、

芽室東工業団地内に誘致する企業で、工場等を新設又は増設する

者、並びに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律（平成19年法律第40号以下「法」という。）に

基づき計画的な取組を行う者に対し優遇措置を行い、もって本町

の総合開発の推進に資することを目的とする。 

 

（法準則に代えて適用する準則の定義） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第17条 次条及び第19条に規定する「生産施設」、「緑地」又は

「環境施設」の意義は、工場立地法の規定の例による。 

 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第18条 法準則に代えて適用する準則を適用する区域及び当該区域

の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面

積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。 

 

区域の範囲 緑地の面積の敷地面 環境施設の面積の敷
 

 

参
考
資
料
１
 

-
1
4
-



改正案 現 行 

積に対する割合 地面積に対する割合 

法第９条第１項に規

定する工場立地特例

対象区域（以下「対

象区域」という。）

のうち、都市計画法

（昭和43年法律第

100号）第８条第１

項第１号及び２号に

規定する工業地域及

び工業専用地域、特

別用途地区の区域 

100分の５以上 100分の10以上 

 

（既存工場等に係る面積の算定） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第19条 次項に定める場合を除き、昭和49年６月28日に設置されて

いる又は設置のための工事が行われている工場立地法第６条第１

項に規定する製造業等に係る工場又は事業場（以下「既存工場」

という。）が前条の表に掲げる区域の範囲内に存する場合であっ

て、当該既存工場等において生産施設の面積の変更（生産施設の

面積の減少を除く。以下同じ。）が行われるときは、同条の表の

各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、

それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

-
1
5
-



改正案 現 行 

緑地の面積 環境施設の面積 

G ≧
𝑃

𝛾
(0.05 −

𝐺0

𝑠
) 

ただし、 

𝑃

𝛾
(0.05 −

𝐺0

𝑠
) > 0.05𝑆 − 𝐺1 >

0 のときは、G ≧ 0.05S − 𝐺1 

とし、0.05S − 𝐺1 ≦ 0のとき 

はG ≧ 0とする。 

E ≧
𝑃

𝛾
(0.1 −

𝐸0

𝑆
) 

  ただし、 

𝑃

𝛾
(0.1 −

𝐸0

𝑆
) > 0.1𝑆 − 𝐸1 > 0

のときは、E ≧ 0.1S − 𝐸1 

とし、0.1S − 𝐸1 ≦ 0のときは

E ≧ 0とする。 

これらの式において、 

G、P、γ、𝐺0、S、𝐺1、E、𝐸0及び𝐸1は、それぞれ次の数 

値を表すものとする。 

G   当該変更に伴い設置する緑地の面積 

P   当該変更に係る生産施設の面積 

γ   当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲げる 

業種についての同表の下欄に掲げる割合 

 

-
1
6
-



改正案 現 行 

  𝐺0   当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出 

前に届けられた緑地の面積変更に係るものを含む。）の面

積の合計のうち、昭和49年６月29日以降の当該変更以外の

生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な

緑地の面積の合計を超える面積 

S    当該既存工場等の敷地面積 

𝐺1   当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出 

前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。） 

の面積の合計 

E   当該変更に伴い設置する環境施設の面積 

𝐸0  当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該 

届出前に届けられた環境施設の面積変更に係るものを含 

む。）の面積の合計のうち、昭和49年６月29日以降の当 

該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置す 

ることが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 

  𝐸1   当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該 

届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを

-
1
7
-



改正案 現 行 

含む。）の面積の合計 
 

２ 法準則別表第１の上欄に掲げる２以上の業種に属する既存工場

等が前条の表に掲げる区域の範囲内に存する場合であって、当該

既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同

表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定

は、それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

緑地の面積 環境施設の面積 

 G ≧ ∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.05 −

𝐺0

𝑆
) 

  ただし、 

∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.05 −

𝐺0

𝑆
) > 0.05𝑆 −

𝐺1 > 0のときは、 

G ≧ 0.05S − 𝐺1とし、 

  0.05S − 𝐺1 ≦ 0のときは

G ≧ 0とする。 

 E ≧ ∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.1 −

𝐸0

𝑆
) 

   ただし、 

∑
𝑝𝑗

𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 (0.1 −

𝐸0

𝑆
) > 0.1𝑆 −

𝐸1 > 0のときは、 

E ≧ 0.1S − 𝐸1とし、 

  0.1S − 𝐸1 ≦ 0のときは

E ≧ 0とする。 

これらの式において、 

 

 

-
1
8
-



改正案 現 行 

G、n、𝑃𝑗、𝛾𝑗、𝐺0、S、𝐺1、E、𝐸0及び𝐸1は、それぞれ次の数

値を表すものとする。 

G  当該変更に伴い設置する緑地の面積 

n  当該既存工場等が属する業種の個数 

𝑃𝑗  当該変更に係るｊ業種に属する生産施設の面積 

𝛾𝑗 ｊ業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割合 

𝐺0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出

前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。）

の面積の合計のうち、昭和49年６月29日以降の当該変更以

外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必

要な緑地の面積の合計を超える面積 

    S   当該既存工場等の敷地面積 

    𝐺1  当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出

前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。）

の面積の合計 

E   当該変更に伴い設置する環境施設の面積 

-
1
9
-



改正案 現 行 

𝐸0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該

届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを

含む。）の面積の合計のうち、昭和49年６月29日以降の当

該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置する

ことが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 

𝐸1  当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該 

届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを 

含む。）の面積の合計 
 

（委任） （委任） 

第20条 －略－ 

 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

第17条 －略－ 
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芽室町企業誘致条例の一部改正について(説明資料)

1 本件の目的と効果

2 緩和措置の内容

(1) 対象地区：町内の工業団地(東・弥生・西) ＊用途地域は工業・工業専用地域

(2) 面積率の緩和：下表のとおり

区分 現行 緩和措置

緑地面積率 20%以上 5%以上

環境施設*面積率 25%以上 10%以上

＊環境施設＝噴水、池、雨水浸透施設、
運動場、太陽光発電施設など。
緑地も含むため、緑地が25%以上ある
場合、環境施設は不要となる。

本町工業団地内に立地する“特定工場”における緑地面積率等の制限を緩和し、
事業規模拡大や設備投資の促進を図ることで町内産業発展・地域経済への波及へつなげる。

＊特定工場
製造業、電気・ガス・熱供給業のうち、敷地面積
9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の工場

基本
計画

市町村策定

重点促進
区域の指定

基本計画の対象区域(促進区域)

重点促進区域

工場立地
特例対象区域

3 条例と各法令の関係性

地域未来投資促進法

特定工場
建築関係法以外にも敷地面積
に対する生産施設面積の制限
や緑地の確保を求められる。

工場立地法芽室町企業誘致条例

区域を指定した
基本計画の策定

緩和措置を
盛り込んだ
条例制定

令和4年3月18日
国の同意

制限緩和

令和4年4月1日
施行予定

企業
誘致
条例

企業誘致奨励制度
①企業誘致奨励金
②雇用助成金
③土地取得斡旋
＊町が誘致した企業に
適用される制度

④地域未来投資促進法に基づ
く支援措置
＊事業者が計画を策定した場合に
適用される支援措置

≪新規追加≫
⑤工業団地内の特定工場は
緑地面積率・環境施設面積
率の制限を緩和
＊特定工場に適用される緩和措置

参
考
資
料
２
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